
 
 

令和８年３月３０日 

国土交通省関東地方整備局 

建政部 

 

測量業者に対する監督処分について 

 

 

 関東地方整備局は、株式会社中央技術コンサルタンツに対し、測量法に基づく監督処分を

行いました。 

 

詳細は別紙のとおりです。 
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＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 建政部 

電話：０４８－６０１－３１５１（代表）   ＦＡＸ： ０４８－６００－１９１７ 

建設産業第二課 課   長 小塚（こづか）  （内線：６６５１） 

建設産業第二課 専門調査官 望月（もちづき） （内線：６６５３） 

 

 

 



 

 

測量業者に対する監督処分について 

 

国土交通省関東地方整備局長は、下記のとおり測量法（昭和２４年法律第１８８号）に基づく

監督処分を行いました。 

 

記 

 

１ 処分対象業者 

   商  号  株式会社中央技術コンサルタンツ 

登録番号  （１５）－２３２５ 

代 表 者  代表取締役 本田 俊昭 

所 在 地  東京都新宿区西新宿８－５－１ 

 

２ 処分内容 

測量法第５７条第２項の規定に基づく営業の停止命令 

（１）停止を命ずる営業の範囲 

    測量法第１０条の２に規定する測量業に関する営業（基本測量、公共測量又は基本測量 

及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。） 

（２）停止地域 

    青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

（３）期間 

    令和８年４月１４日から令和８年６月１２日までの６０日間 

 

３ 処分理由 

   株式会社中央技術コンサルタンツの元社員である元東北支店長は、宮城県気仙沼市が発

注した業務の入札において、気仙沼市職員が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害した

として、令和７年７月２１日、宮城県警に公契約関係競売入札妨害の容疑で逮捕され、同年

８月８日、仙台地検に公契約関係競売入札妨害の罪で起訴された。その後、同市が発注した

別の業務においても、同市職員が漏洩した情報を入手し、公正な入札を妨害したとして、同

年８月２０日、仙台地検に公契約関係競売入札妨害の罪で追起訴された。同年１１月１８日

に判決の言い渡し、同年１２月３日に刑が確定している。 

   このことが、測量法第５７条第２項に該当すると認められる。 

 


